
山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置

及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
甲
州
市
」
を
「
都
留
市
及
び
甲
州
市
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
、」
に
改
め
、「
と
し
て
高
等
技
術
専
門
校
及
び
就
業
支
援
セ

ン
タ
ー
」
を
削
る
。

第
二
条
中
「
高
等
技
術
専
門
校
及
び
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
職
業
能
力
開
発
校
」
に
改
め
、

同
条
の
表
山
梨
県
立
都
留
高
等
技
術
専
門
校
の
項
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
専
門
校
」
を
「
職
業
能
力
開
発
校
」
に
改
め
、
同
条
中
「
高
等
技
術
専
門

校
」
を
「
山
梨
県
立
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
山
梨
県
立
就
業
支
援
セ
ン
タ

ー
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
四
十
六
号

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
湯
島
発
電
所
の
項
中
「
三
一
〇
」
を
「
一
七
〇
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
…
…
…
…
一

校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

条
　
　
　
例

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
介
護
職
員
の
処
遇
の
改
善
及
び
」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。附

　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
一

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
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成
二
十
四
年
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十
三
日
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外
第
四
十
四
号

金　曜　日
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